


　玄海原子力発電所では、1号機が昭和50年10月に営業運転を開始して以来、2
号機が昭和56年3月、3号機が平成6年3月及び4号機が平成9年7月にそれぞれ
営業運転を開始し、令和5年度までに1号機で約1,327億kWh、2号機で約1,196
億kWh、3号機で約1,959億kWh、また、4号機で約1,778億kWh の発電がなさ
れています。
　なお、各号機の設備利用率等の経過については、次のとおりです。

運転状況111
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　原子力発電所は、運転開始後約1年に1回、定期的に原子炉の運転を止め、法令
に基づく検査が行われています。
　玄海原子力発電所1～4号機におけるこれまでの定期検査の実績は次のとおり
です。

定期検査2
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　このような連絡を受けた場合、県では、その都度その内容をすみやかに公表す
ることとしています。これまでに発生した事故・故障等の概要は、次の表のとおり
であり、いずれも環境への影響はありませんでした。

事故・故障等

　玄海原子力発電所で発生した事故・故障等については、安全協定（20ページ）
等に基づき、県及び全市町へ連絡されることになっています。

3
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　玄海原子力発電所の運転により発生する廃棄物のうち、放射性物質や放射性
物質で汚染されたもののことを放射性廃棄物と呼びますが、これには気体廃棄
物、液体廃棄物及び固体廃棄物の3種類があります。
　気体廃棄物は減衰タンクに一定期間貯蔵し、放射能を十分減衰させ、また、粒
子状物質はフィルターで取り除かれます。
　液体廃棄物はフィルターやイオン交換樹脂で濾過、蒸発濃縮処理で放射性物
質を取り除きます。
　これらの処理の後、放射能濃度を測定して、その安全性を確認して放出するな
ど、周辺環境に影響を与えないような措置が講じられています。
　さらに、昭和50年には、放出放射性物質の低減化を図るため原子力委員会に

、れらめ定が」針指るす関に値標目量線の辺周設施炉子原型水軽用電発「、ていお
施設周辺における放射線の影響（実効線量）が年間0.05ミリシーベルトを超えな
いように放出規制が強化され、玄海原子力発電所においても、これに応じた放出
管理目標値を定めて、放出管理を行っています。
　この年間0.05ミリシーベルトという値は、国際放射線防護委員会が勧告してい
る線量限度（年間1ミリシーベルト）及び自然放射線による影響（年間約1ミリシー
ベルト）の1/20に相当する値となっています。
　また、固体廃棄物としては、濃縮廃液や雑固体（作業衣、工具等）などがあります
が、これらはドラム缶に密閉される等して、固体廃棄物貯蔵庫に保管されていま
す。

放射性廃棄物の管理4
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　原子力発電所で働く放射線業務従事者は、電力会社、協力会社の区別なく、被
ばく管理が行われており、具体的には、作業時の被ばく線量はガラスバッジの他、
作業ごとに被ばく線量が測定できる警報付ポケット線量計等により管理するとと
もに、作業環境に応じて、防護具の着用により内部被ばくを防止する等の管理が
実施されています。
　さらに、放射線業務従事者の被ばく線量については、原子炉等規制法及び労働
安全衛生法に基づき、実効線量限度が1年間に50ミリシーベルト（5年間の合計
は100ミリシーベルト）と定められているとともに、放射線管理等必要な教育が義
務づけられています。
　また、原子力発電所の増加に伴い、発電所で働く放射線業務従事者の被ばく管
理の重要性が認識され、昭和52年11月に「放射線従事者中央登録センター」が
発足し、従事者の個人被ばく線量が一元的に登録管理され、被ばく歴が把握でき
るようになっています。

放射線業務従事者の被ばく管理5

78



　原子力発電所で働く放射線業務従事者は、電力会社、協力会社の区別なく、被
ばく管理が行われており、具体的には、作業時の被ばく線量はガラスバッジの他、
作業ごとに被ばく線量が測定できる警報付ポケット線量計等により管理するとと
もに、作業環境に応じて、防護具の着用により内部被ばくを防止する等の管理が
実施されています。
　さらに、放射線業務従事者の被ばく線量については、原子炉等規制法及び労働
安全衛生法に基づき、実効線量限度が1年間に50ミリシーベルト（5年間の合計
は100ミリシーベルト）と定められているとともに、放射線管理等必要な教育が義
務づけられています。
　また、原子力発電所の増加に伴い、発電所で働く放射線業務従事者の被ばく管
理の重要性が認識され、昭和52年11月に「放射線従事者中央登録センター」が
発足し、従事者の個人被ばく線量が一元的に登録管理され、被ばく歴が把握でき
るようになっています。

放射線業務従事者の被ばく管理5

645

2,680

3,325

0.03

1.07

1.10

0.0

0.4

0.3

7.6

9.0

）2（4※※ ※※ ※ ※

※玄海1号機は平成27年4月27日に運転終了、平成29年7月13日に廃止措置着手
　玄海2号機は平成31年4月9日に運転終了、令和2年6月29日に廃止措置着手
　（　）内は廃止措置中の原子炉基数で内数

627

2,555

3,182

0.01

0.76

0.77

0.0

0.3

0.2

0.9

7.5

※4（2）

616

3,240

3,856

0.03

1.39

1.42

0.0

0.4

0.4

4.8

12.5

※4（2）

629

2,627

3,256

0.01

0.69

0.71

0.0

0.3

0.2

1.1

5.5

※4（2）

79



　使用済燃料は、いったん発電所内の使用済燃料貯蔵ピットの中で保管・管理され、
放射能及び発熱量が十分減衰した後に、国内及び海外の再処理工場に輸送されま
す。
　これまでに、玄海原子力発電所において発生した使用済燃料の数は、4,378体（令
和6年6月末現在）であり、その内1,861体が再処理工場へ輸送※されています。

（※旧動燃等への輸送を含む。）

使用済燃料の管理6
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使用済燃料の管理6
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（１）主な経緯
　平成16年5月28日、九州電力から佐賀県と玄海町に、玄海3号機プルサーマル計
画について、原子力発電所の安全確保に関する協定、いわゆる「安全協定」に基づき、事
前了解願いが提出されました。

　佐賀県としては、原子力発電に関することは、安全性の確保を大前提に、地元をはじ
めとする地域住民、広くは県民の理解と信頼が得られることが重要との考えで対処し
てきているところであり、プルサーマルについても、この基本的考え方は変わりませ

　まずは安全性の確保が大前提ですが、これまでどおり国による厳格な規制・監督と
九州電力による適正な安全確保が果たされることを前提に、玄海3号機プルサーマル
計画の安全性は確保されると判断し、平成18年2月7日に佐賀県としての考え方を取
りまとめて公表しました。

　その上で、立地町である玄海町が同意したこと、隣接市である唐津市についても佐
賀県の事前了解についての理解を示されたこと、県議会で「慎重に推進」の決議がな
されたこと、二階俊博経済産業大臣から安全確保についての確約が得られたことな
どから、平成18年3月26日に事前了解しました。

玄海３号機におけるプルサーマル計画

ん。

7

（２）プルサーマルによる商業運転
　玄海原子力発電所3号機は、第12回定期検査（平成21年8月～12月）において
MOX燃料16体を炉心に装荷し、調整運転の後、平成21年12月2日から通常運
転に復帰しました。これにより、国内で初めてのプルサーマルによる商業運転が
開始されました。
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（１）経　緯
　九州電力は、原子力規制委員会の新規制の施行に伴い、玄海3、4号機の新規制基
準への適合性を確認する審査を受けるため、平成25年7月12日に原子力規制委員
会へ原子炉設置変更許可、工事計画認可、保安規定変更認可を一括して申請し、あ
わせて佐賀県及び玄海町並びに唐津市へ当該申請に関する報告を行いました。
　その後、原子力規制委員会による審査が行われ、平成29年1月18日に、玄海3、4
号機の原子炉設置変更許可が行われました。
　また、工事計画の認可（3号機：平成29年8月25日、4号機：平成29年9月14日）及
び保安規定の変更認可（平成29年9月14日）が行われました。
　玄海3号機では、平成29年9月11日から使用前検査が開始され、平成30年2月
16日から20日にかけて燃料が原子炉に装荷されました。その後、3月23日に再稼
働、3月25日に発電が再開されましたが、3月30日に脱気器空気抜き管からの蒸気
漏れが確認されたため、翌31日発電が停止
されました。その後、九州電力は点検・調査
を行い、再発防止対策が行われたのち、4月
18日に発電が再開され、5月16日に使用前
検査に合格して通常運転に復帰しました。
　玄海4号機では、平成29年10月23日から
使用前検査が開始され、平成30年4月21日
から24日にかけて燃料が装荷されました。
その後、6月16日に再稼働し、6月19日に発
電が再開されたのち、7月19日に使用前検
査に合格して通常運転に復帰しました。

玄海３、４号機の新規制基準への対応（安全対策）8　プルサーマル運転開始から約1年間安定に運転を継続しましたが、平成22年
12月9日に1次冷却材中の放射性よう素濃度に上昇傾向が見られたことから、平
成22年12月11日に運転を停止し、計画を前倒しして定期検査に入りました。

　ファイバースコープ等による詳細調査の結果、異物の混入、損傷及び著しい腐
食などはなく、運転履歴や1次冷却材の水質履歴についての調査、燃料集合体の
製造・取扱履歴についての調査を行った結果、異常は認められませんでした。

　また、MOX燃料を使用したことによる出力の異常なども認められなかったこと
から、原因は、燃料棒に偶発的に発生したピンホールからの微少な漏えいが原因と
推定されました。

　その後の詳細調査の結果、1次冷却材中の放射性よう素濃度が上昇した原因は､
ウラン燃料集合体1体からの燃料漏えいによるものと推定されました。
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